
令和 元年度 昇降機等定期検査報告実務者講習会 No.17

東京都昇降機等定期検査報告書
実務マニュアル（２０１９年版）

◆ 第２章

東京都における昇降機等定期検査報告制度の運用

◆ 第３章

定期検査報告書の記入要領

◆ 第４章

検査結果表の記入要領

「昇降機定期検査報告書 作成要領」の説明

第３章_第1･2面へ
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第３章 定期検査報告書 第１・２面 (1/4)

定期検査報告書様式の元号改正 (1/2)



第３章 定期検査報告書 第１・２面 (2/4)

定期検査報告書様式の元号改正 (2/2)

　　【イ.　確認済証交付年月日】　 年 月 日 第 号

　　【ロ.　確認済証交付者】　　　　　　　建築主事 指定確認検査機関  ( )

　　【ハ．検査済証交付年月日】 年 月 日 第 号

　　【ニ． 検査済証交付者】　　　　　　　建築主事 指定確認検査機関  ( )

　　【イ.　今回の検査】 年 月 日

　　【ロ.　前回の検査】 年 月 日 未実施

　　【ハ.　前回の検査に関する書類の写し】　　　 有 無

実施

昇降機の状況等

（第二面）

報告）

【２． 検査日等】

【１． 昇降機に係る確認済証交付年月日等】

( 実施

【３． 検査者】

■定期検査報告書第一面

元号を直接記入

■定期検査報告書第二面

元号を直接記入

■ 記入事例 １ ［旧様式使用事例］

旧様式 使用の検査会社は、速やかに新様式への切替をお願いします。



第３章 定期検査報告書 第１・２面 (3/4)

指摘台数の記入要領

P385

第１面 (P368)

第２面 (P371)

第２面 (当該号機) 第１面 (全号機)



■ 「要是正」指摘 記入事例 ２

「要是正」「要重点点検」以外の指摘項目は「その他」欄に記入する。

■ 「その他」指摘記入事例 ４

「指摘の概要」記入要領

第３章 定期検査報告書 第１・２面 (4/4)

指摘が複数あると、記入スペースが足らなくなりますが
できるだけ簡潔に書くことを心がけ、それでも不足する
場合は、別紙に必要な事項を記入し添付して下さい。

P370

指摘状態(状況)を簡潔に記入して下さい！
<例> 5(2)誘導柵とハンドレールのすき間が基準値を

超えている(要是正)

「要是正」「要重点点検」の時は「有」「無」の「レ」を忘れずに！

第３章_第2面備考へ

■ 「要是正」指摘 記入事例 ３
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第３章 定期検査報告書 第２面_備考 (1/3)

◼ 第２面【備考】
第１面，第２面に関すること、報告に関する連絡事項

◼ 特記事項（P407～408）
検査結果判定に関する事項
≪例≫ 昇降工程7m以下（地震時等管制運転装置の対象外）

第２面【備考】記入要領 (P374-375)

「第２面【備考】 」と 「特記事項の」記入内容の違い

大臣認定不適合による型式変更時にも忘れずに！

➢

➢



建物名称・所有者・管理者に変更があった場合

（※） 建物名称，所有者，管理者に変更があった場合は、「建築物等の所有者等

変更届」（第21号様式の2の3）を行政庁に提出する。定期検査報告時に変更

があった場合、第二面【８．備考】に旧建物名称， 旧所有者，旧管理者名を

記載することにより 「建築物等の所有者等変更届」にかえることができる。

P370 最下段

■ 記入事例 １

■ 記入事例 ２

■ 記入事例 ３

■ 記入事例 ４

⚫２面備考の記載は、「所有者等変更届」に代わるものです。旧建物
名称・旧所有者名・旧管理者名を省略することなく記入下さい。

⚫「所有者変更届」を必ず添付しなければならない特定行政庁があり
ます。注意して下さい。

第３章 定期検査報告書 第２面_備考 (2/3)



１．前回「既存不適格」指摘を変更する場合、必ず第２面「備考」欄に
・検査番号
・項目
・変更理由（簡潔に）

を必ず記入することが必要です。

２．「要是正」を改善した場合は、必ず「昇降機等改善工事完了届」が
必要です。
報告書にて、前回「要是正」→「指摘無し」に報告する場合は、報告
前か報告と同時に「昇降機等改善工事完了届」の提出が必要です。
（原則的に、「昇降機等改善工事完了届」未発行で「要是正」指摘を
解消することはできません！）

前回「既存不適格」指摘に対する変更時の記載

■記入事例 １

■記入事例 ２
変更理由を
簡潔に記入要

■記入事例 ３

第３章 定期検査報告書 第２面_備考 (3/3)

第４章_結果表書き方

12_講習会説明OHP_書き方_190820.pptx


検査結果表 記入上の注意 (1/3)

検査結果表の書式_文字大きさ，行幅

Excelでの作成上の注意

Excelは、パソコン画面より文字がズレたり、枠からはみ出して印字され
る場合があります。印刷後よく確認してください。

■ 記入事例 １

■ 記入事例 ２

文字の枠(セル)から
はみ出し

選択の「○」の位置ズレ

■協議会掲載 検査結果表

■ 某検査会社 検査結果表

行幅 ：５mm
文字高さ ：３mm

行幅 ：３mm
文字高さ ：２mm

文字の大きさ、行幅は、協議会HP掲載の様式を目安に作成下さい。



■ 平20国告第283号改正 別記第一号(A4)
抜粋

検査項目が該当しないときは、検査項目ごと抹消線で抹消

選択項目を選ぶきは、「○」で囲む

P135-137

【ロープ式エレベーター】

抹消と選択

■ 記入法

200

200

200

- 3.0
- 1.0

検査対象外
項目毎抹消

検査結果表 記入上の注意 (2/3)

選択項目を選ぶ



本項検査内容適用外→ 検査項目，実測値欄まで全体抹消

第４章_1(6)接触器

■ 記入例 １ （巻胴式）

「回転，欠損・き裂」の確認

■ 記入例 ２ （平形ロープ）

シーブ面損傷、メッキ剥離
―

検査対象外→「適・否」だけでなく 検査項目も含めて抹消

■ 記入例 ３ （エスカレーター）

検査対象外→「適・否」だけでなく 検査項目も含めて抹消

検査結果表 記入上の注意 (3/3)
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第４章 1(6) 接触器(1/14) _解説

P397-398 本ページに接触器の記入ついて纏めています！



第４章 1(6) 接触器(2/14) _解説

P397 下段

P398 上段



第４章 1(6) 接触器(3/14)_解説
P398

【注意】

⚫ フェールセーフ設計該当
有無，交換基準は製造
元が公開している技術資
料から記入する必要があ
る。

⚫ フェールセーフ設計
• ｢該当しない｣場合は、
必ず交換基準は設定が
必要。

• ｢該当する｣場合は、
製造者，機種により交換
基準の設定は異なる。

⚫ 交換基準が複数ある場
合はそれぞれを記入

製造者技術資料をよく確
認することが必要



■ 三菱電機（株） 定期検査情報掲載ＨＰ

■ （株）日立ビルシステム 定期検査情報掲載ＨＰ

第４章 1(6) 接触器(4/14) _製造者ＨＰ



【注意】

• 制御方式他より検査対象昇降機の接触器を検索する。

• フェールセーフ設計の該当有無を確認する。

⇒ 該当・非該当 混在時の検査結果表の記入等指示あり

• 検査結果表は接触器名を記入する。接触器型番ではない。

• フェールセーフ設計 非該当接触器は、交換基準を同資料より確認する。

• 製造元「別添」様式がある場合には、その指定用紙を使う。

《例えば》 某製造者技術資料には次のような記載があります。

③へ

要是正判定 ③へ

①接点を目し確認可能か
確認します

②接点に著しい摩耗がない
か確認します

③回路がフェールセーフで
あるか確認します

④当社が指定する基準に基
づいて確認します

確認終了
検査結果記録へ

■接触器の確認方法

OK

OK

フェールセーフでない

フェールセーフである

NG

NG

フェールセーフ設計該当ありは
交換基準がない！

■検査対象 接触器

制御方式 回路区分 接触器 フェールセーフ設計 部品型番

***／*

電動機

５ 非該当 S型

５S 該当

７ 非該当 A-7型

ブレーキ
３ 非該当 BA10型

４ 非該当 BA10型

第４章 1(6) 接触器(5/14)_製造者基準

交換基準は、接触器に対し１つではない
指定の別添用紙有り！



■ 接触器 記入事例 １ 【フェールセーフ設計と交換基準】

⇒ フェールセール設計該当しない場合は必ず交換基準がある。

第４章 1(6) 接触器 (6/14)_報告書実例

■ 接触器 記入事例 ２ 【日立ビルシステム製昇降機】

⇒ 本製造者では、フェールセール設計該当する接触器には交換基準がない。
但し、製造者により交換基準の設定は異なるので注意要。

フェールセーフ設計
該当しない場合

⇒ 必ず交換基準
があり、交換基準に
対し検査判定をしな
ければならない。



第４章 1(6) 接触器 (7/14)_報告書実例

■ 接触器 記入事例 ３ 【目視不可⇒ 摩耗判定不可】

⇒ 製造者が、交換基準に「著しい摩耗があること」を定めている場合、目視により確認
出来ない場合は、「要是正」判定となる。



第４章 1(6) 接触器(8/14)_解説 P398

【注意】

⚫ 複数接触器の場合
交換基準が、「同一」か
「異なる」かで書き方が
異なる。

⚫ 交換基準毎に最も古い
接触器を記入する。

【注意】

⚫ 複数接触器の場合
交換基準が、「同一」か
「異なる」かで書き方が
違う。

⚫ 交換基準毎に
交換基準に最も早く達
すると予測される接触
器を記入する。

⚫ 年数以外の交換基準
は判定した接触名を必
ず記入する。



■ 接触器 記入事例 ４【基本的な判定欄の記入方法】

⇒ 対象となる接触器が複数ある場合には、交換基準に最も早く達すると予測される
接触器を選択し、その接触器名称及び判定した結果を記入して下さい。
但し、交換基準が使用年数の場合は、最終交換日で選択した接触器が最も早く
交換基準に達するので、接触名を省略してもよい。

摩耗状態が最も著し
い接触器が#UPであ
れば

#UP 著しい摩耗無し

摩耗状態が最も著し
い接触器が#BRであ
れば

#BR 著しい摩耗無し

第４章 1(6) 接触器 (9/14)_報告書実例

■ 接触器 記入事例 ５ 【基本的な判定欄の記入方法】

平成28年11月6日
UD

UD ／1年 162000回

28

省略しても良い

平成12年2月25日
BOR

(BOR) ／17年



■ 接触器 記入事例 ６ 【異なる交換基準の場合】

⇒（異なる交換基準）接触器が複数ある場合
① 最終交換日

交換基準毎に、それぞれ最も古い接触器を選択し、その接触器の
最終交換日を上段に、 接触記名を下段に記入する。

② 交換基準判定
交換基準毎に判定し、それぞれの接触器名称及び判定した結果を記入する。

（書ききれない場合は「特記事項」 又は別添用紙に記入）

平成29年5月19日
平成**年*月**日
上段：LB
下段：UD

LB 1年 12万回
UD *年 **万回

第４章 1(6) 接触器 (10/14)_報告書実例

平成25年1月1日
平成25年1月1日

上段：LB
下段：UD

LB 5年111万回
UD 5年111万回

同じ交換日でも

■ 接触器 記入事例７ 【異なる交換基準の場合】



第４章 1(6) 接触器 (11/14)_報告書実例

■ 接触器 記入事例 ８ 【同一交換基準】

交換基準１つ
⇒交換基準の中で最も古い接触器名の交換日を記入

交換基準の中で最も早く交換基準に達すると予想される接触器名とその状況を記入

不要

最も早く交換基準に達す
ると予想される接触器名

■ 接触器 記入事例 ９ 【１つの接触器に複数交換基準（三菱電機製昇降機）】

⇒ 製造者指定の検査記録表を使用のこと。

複数交換基準あり

三菱電機一つの接触器に複数の
交換基準あり



第４章 1(6) 接触器 (12/14)_報告書実例

■ 接触器 記入事例 １０ 【逆の例】

別添

同一交換基準

⇒ 同一交換基準は最も早く交換基準に達する接触器名を記入すればよい。
製造者別添に頼らなくて良い。

最終交換日
平成16年 6月 21日
MC

(MC) 15年



第４章 1(6) 接触器 (13/14)_報告書実例

最終交換日は無し

最終交換日の記載要

交換基準

■ 接触器 記入事例 １１ 【戸開走行保護装置 検査記録表引用（東芝エレ製の場合）】

⇒ 主接点が戸開走行保護装置回路に使用されている場合、戸開走行保護装置検査表
結果を1（６）検査結果表にも記入する必要の機種がある。
（製造者指定。但し、機種により異なるので注意要。）

戸開走行保護装置
検査表参照



■ 接触器 記入事例 １２

■ 接触器 記入事例 １３

■ 接触器 記入事例 １４

装置での判定を指示している製造者も有り。製造者の技術資料を
よく確認して下さい！

第４章 1(6) 接触器 (14/14)_報告書実例

第４章_2(3)主索
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既　存
不適格

径の状況

　最も摩耗した主索の番号 　 (  ）

　直径   　（ mm） 未摩耗直径（ mm）

素線切れ

最も摩損した主索の番号　　 ( ) 本

該当する素線切れ判定基準（ )

　  素線切れが生じた部分の断面積の割合

70%超 ・ 70%以下 　数 本

錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分

谷部が赤錆色に見える主索の番号（  ） 　１構成よりピッチ内

直径　　　（ ㎜） 未摩耗直径　（ ㎜） 　の最大の素線切れ

 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準( ） 　数 本

主索本数（ 　　  本）

要重点点検の主索の番号( ） 要是正の主索の番号( ）

(3) 主索又は鎖

番号 指摘
なし

要重点
点検

要是正
 検査項目

検査結果

主索

%

　の最大の素線切れ　

　切れ数

　1よりピッチ内の素線

%
（  あり  ・ なし  ）

　１構成より1ピッチ内

素線切れが、平均的に分布(「1」)か
特定部分に集中（「2」）かの明示要ｋ

③ 「素線切れ」には、・・・・・・ 4(6) 調速機ロープ判定も同じ

「錆」判定欄追加

「摩耗」「摩損」「錆」
をそれぞれの欄にて
判定する。

■記入事例 １（検査結果表）

「１-ハ」もしくは「２ーハ」
の記入になります！ 「ハ」と記入になります！

第４章 検査結果表_2(3) 主索 (1/7)
■ 検査結果表 2(3)

■ 実務マニュアル P402-404

■記入事例 ２（検査結果表）



P410■ 実務マニュアル



第４章 検査結果表_2(3) 主索 (3/7)
■ 実務マニュアル P404

P468■ 実務マニュアル

別添１・２様式 記入要領 検査結果は、検査結果表2(3)の判定と同じとなります！



■ 記入事例 ３ （検査結果表）

同じ主索に
摩耗・摩損有り

（別添１様式）

「最も摩耗・摩損した主索の位置は、」 →

■記入事例 ４ （主索特記事項）■特記事項の記入要領

第４章 検査結果表_2(3) 主索 (4/7)

同一主索・同一位置に摩耗・摩損が発生した場合（錆も同じ）

別添１様式「特記事項」記入要領

P467



第４章 検査結果表_2(3) 主索 (5/7)

■記入事例 ５ （検査結果表）

素線切れがない場合
「素線切れ無し」と記入する

「摩耗なし」の記入

○ 定期検査報告書等の記入方法の解説
主索を新規に交換した直後等で、全ての主索に摩損や疲労がない場合の報告においては
次の表のように「主索の摩耗なし」と記入してください。

■ 17年版業務基準書 [P251]

■ 実務マニュアル P402

「摩損（素線切れ）なし」の記入

○ 定期検査報告書等の記入方法の解説
全ての主索において素線切れがない場合の報告は、「主索の番号」に「素線切れなし」と記入し
「断面積の割合」の「70%超」、「70%以下」を両方とも取り消し線で抹消して下さい。

■ 17年版業務基準書 [P252]



○定期検査報告書等の記入方法の解説

主索を新規に交換した直後で、全ての主索において錆及び錆びた摩耗粉が無い場合は、「錆びた

摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分」の「なし」を○で囲み、判定基準欄に「ハ」を記入してください。

他の記入欄は全て空欄としてください。

■ 17年版業務基準書 [P254]

ハ

ここは空欄とは書いて
ないので、素線切れが
ない場合、「0」本と記入
する。

協議会からのお願い ： 空欄は 「 ー 」を記入して下さい！

第４章 検査結果表_2(3) 主索 (6/7)

「錆なし」の記入

■記入事例 ６ （検査結果表）

■ 実務マニュアル (空欄の記入)
P394

ハ



■ 実務マニュアル

第４章 検査結果表_2(3) 主索 (7/7)

P394

「摩耗なし」「摩損なし」「錆なし」の纏め

摩耗・摩損・錆の全てが発生してない場合の別添1様式の記入

P468別添 １様式

■ 実務マニュアル

・摩耗なし ⇒ 最も摩耗した主索の番号 （ 主索の摩耗なし ）

・摩損なし ⇒ 最も摩損した主索の番号 （ 素線切れなし ）

・錆なし ⇒ 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 （ あり ・ なし )
谷部が赤さび色に見える主索の番号 （ － ）

P402



昇降機センター
「Q&A」にて追加

■ 記入事例 １ （釣合い錘側 調速機ロープ） ＜記入例 2 タイプ＞

■記入事例 ２ （釣合い錘側 調速機ロープ） ＜記入例 3 タイプ＞

判定の「○」は
一つでOK

判定の「○」は
一つでOK

第４章 検査結果表_4(6) 調速機ロープ (1/1)
■ 実務マニュアル P405

第４章_6(10) へ

70%超え

END
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■ 検査結果表6(10)

■ 実務マニュアル

第４章 検査結果表_6(10) 底部すき間 (1/2)

前回値の記入について

P406



■ 検査結果表 6(10) 記入例

50
20

■ 実務マニュアル

【注意】

前回値不明の「要重点点検」指摘は別添様式２の写真は不要ですが

別表第１（に）判定基準により「要是正」「要重点点検」指摘となった場合は、

「別添2様式」にて写真の添付が必要です。

第４章 検査結果表_6(10) 底部すき間 (2/2)

次回定期検査までに基準値確保不可となるおそれある場合の判定

P 85
■ 平成20年国告第283改正

P406

第４章_特記事項END
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「特記事項」について

検査結果表の判定と特記事項に整合性が必要です。283改正で既存不適格の指摘数が

増えたことも要因にあると思いますが、検査結果判定結果と不一致が散見されます。

（特に、指摘しているのに特記事項記載がない、指摘ないのに特記事項に記載があるなど

単純ミスが多い。）

検査結果表作成後、判定結果と特記事項記載内容について再度確認をお願いします。

P408■ 実務マニュアル

第4章 特記事項(1/2)_記入要領



「特記事項」記入例について

① 「要是正」「要重点点検」「既存不適格」指摘時等の記入例を掲載しているので参考にして

して頂きたい。

② 前回「要重点点検」指摘に対し、改善した場合（今回「指摘なし」）について、記入されて

いないことが多い。漏れなく記入が必要である。記入例を参考に注意願いたい。

P409■ 実務マニュアル

第4章 特記事項(2/2)_記入例

第４章_ばね・油入GovEND
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令和 元年度 昇降機等定期検査報告実務者講習会

以上、雑駁ながら

昇降機定期検査報告書の記入要領について、｢東京

都昇降機等定期検査報告実務マニュアル（2019年

版）｣をもとに説明しました。

未だ不十分なところが多いと思いますが、この

実務マニュアルを参考にし、正確な定期検査報告書

の作成をお願い致します。

長い時間、ご聴講ありがとうございました。

END


